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（総  則） 
 
第１条  本会は、畠山会と称する。 
 
第２条  本会は、畠山建設株式会社（以下「会社」とする）の協力業者を以 

て、会員とし、これを組織する。 
 
第３条  本会の事務局は、会社に設置する。 
 

（目  的） 
 
第４条  本会は、会社の発展に協力する他、会員相互の繁栄と親睦をはかる 

ことを目的とする。 
 
第５条  本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。 

一 業務等連絡及び協議 
二 会員及び会社社員、その他に対する慶弔慰 
三 会員及びその従業員と、会社従業員との親睦行事 
四 旅行、その他の親睦行事 
五 労働災害の防止活動の推進 

 
第６条  本会に加入する者は、会社と１年以上の取引を有し、且つ取引に継

続性が見込まれる業者で、会社または会員の推薦により役員会に諮

り、顧問の同意を得て会員となることができる。 
     ただし、特別な事情がある場合は、会社との１年以上の取引が無く 
     とも、同様の審議を経て、会員となることができる。 
 
第７条  会員は次の各号の一つに該当した場合、その資格を失う。ただし、

退会は事前に役員会に諮り、顧問の同意を得てその処理を決定する。 
一． 会社に対し、不誠意な行為のあった者 
二． 本会の名誉を汚す行為のあった者 
三． １年以上の会費の納入を怠った者 
四． 明確な理由なく、数回に亘り会の行事に参加しない者 

 
 
 
 
 
 
 



（役員及び事務局） 
 
第８条  本会運営のために、次の役員及び事務局員を設置する。 
       

会  長   １名 
      副 会 長   ２名 
      理  事   ４名 
      会計理事   ２名 
      監  査   ２名 
      顧  問   １名 

事務局員   １名 
 
第９条 役員の選出は、会員の互選により、顧問の同意を得る。 
 
第１０条 会長及び副会長は、役員の互選による。 
 
第１１条 顧問は、会社の代表取締役とする。 
 
第１２条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 
 
第１３条 理事は、本会の運営にあたり、会務を処理する。 
 
第１４条 会計理事は、本会の会計総務を処理する。 
 
第１５条 監査は、会計監査を行う。 
 
第１６条 本会に、相談役を置くことができる。 
     相談役は、会社または、本会会員の中から、功労のあった者を役員 

会で選考推薦し、顧問の同意を得る。 
 

（会  議） 
 
第１７条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 
 
第１８条 総会は年１回、役員会は年２回開催する。ただし、特に必要が認め 

られる場合には、臨時総会及び臨時役員会を開催することができる。 
 
第１９条 総会は、次の事項を審議し、議決または承認をするものとする。 

一． 事業報告 
二． 決算報告及び予算案 



三． 会則の改正 
四． 役員の改選 
五． その他、重要と認められる事項 

 
第２０条 総会及び役員会は、構成員の過半数以上の出席をもって成立し、そ 
     の議決は、出席者の過半数をもって成立する。 

（会  計） 
 

第２１条 本会の運営資金は、入会金、年会費、協力会費、寄付金、その他の 
     収入からなるものとし、事務局が管理する。 
 
第２２条 本会の会費は次のとおりとする。 
   一．入会金        \30,000- 
   二．年会費        \24,000-（月額\2,000-） 
   三．協力会費       会員売上高………0.2％ 
                 非会員売上高………0.3％ 
   四．親睦会積立金     ¥2,000-/毎月（使途：総会兼親睦旅行に限定） 
   五．第四号は希望会員のみであり、強制的なものではない。 
 
第２３条 本会の経費は次のとおりとする。 
     事務費・会議費・親睦行事費・慶弔費・安全費・その他 
 
第２４条 本会員に慶弔並びに不慮の災害があった場合は、以下の基準に基づ 

き、慶弔慰を行う。 
   1.（慶事） 
    一．会員のご結婚              金 30,000 円 
    二．会員の第１子のご結婚          金 10,000 円 
    三．その他、社会的慣例な慶事（会長と顧問にて都度協議し決定する） 
    

2.（弔意） 
一．会員の死亡               金 50,000 円 

                 その他（花輪・生花・果物等）を供える 
    二．会員の傷病見舞い            金 10,000 円 
    三．会員の家族死亡             金 10,000 円 
    四．その他、社会的慣例な弔意（会長と顧問にて都度協議し決定する） 
    

3. 会社社員に対しても、会員に準じ慶弔慰をおこなう。 
 
第２５条 会計年度は、４月１日より３月３１日とする。 


